
土砂災害の避難勧告等発令に係る課題 

１ 連合町内会名から住所を連想できない 

例．藻岩地区町内会連合会 

該当住所：川沿 1～15 条 

北ノ沢 1～9 丁目 

北ノ沢 

２ 連合町内会単位の発令では、区域が広すぎる場合がある 

例．月寒地区町内会連合会  
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